
○

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
産
業
廃
棄
物
）

（
産
業
廃
棄
物
）

第
二
条

法
第
二
条
第
四
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
廃
棄
物
は
、
次
の

第
二
条

法
第
二
条
第
四
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
廃
棄
物
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

と
お
り
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

四
の
二

と
畜
場
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
二
条
第

、

二
項
に
規
定
す
る
と
畜
場
に
お
い
て
と
さ
つ
し
、
又
は
解
体
し
た
同

条
第
一
項
に
規
定
す
る
獣
畜
及
び
食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食

鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
七
十
号
）
第
二
条
第
六

号
に
規
定
す
る
食
鳥
処
理
場
に
お
い
て
食
鳥
処
理
を
し
た
同
条
第
一

号
に
規
定
す
る
食
鳥
に
係
る
固
形
状
の
不
要
物

五
～
十
三

（
略
）

五
～
十
三

（
略
）

（
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
、
処
分
等
の
基
準
）

（
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
、
処
分
等
の
基
準
）

第
六
条

法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
（
特
別
管
理

第
六
条

法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
（
特
別
管
理

産
業
廃
棄
物
以
外
の
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
法
第
二
条
第
四
項
第
二

産
業
廃
棄
物
以
外
の
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
法
第
二
条
第
四
項
第
二

号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
及
び
当
該
廃
棄
物
を
処
分
す
る
た
め

号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
及
び
当
該
廃
棄
物
を
処
分
す
る
た
め

に
処
理
し
た
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
（
第
三
号
イ
及
び
第
四
号
イ

に
処
理
し
た
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
（
第
三
号
イ
及
び
第
四
号
イ

を
除
く
。
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
収
集
、
運
搬
及
び
処
分
（
再
生
を

を
除
く
。
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
収
集
、
運
搬
及
び
処
分
（
再
生
を

含
む
。
）
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

含
む
。
）
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。



一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

産
業
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
に
当
た
つ
て
は
、
第
三
条
第
一
号
イ
（

三

産
業
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
に
当
た
つ
て
は
、
第
三
条
第
一
号
イ
（

ル
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

を
除
く
。
）
及
び
ロ
並
び
に

ル
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

を
除
く
。
）
及
び
ロ
並
び
に

(1)

(1)

第
三
号
ニ
及
び
ホ
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
よ
る
こ
と
。

第
三
号
ニ
及
び
ホ
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ
～
ル

（
略
）

イ
～
ル

（
略
）

ヲ

腐
敗
物
（
次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
熱
し
や
く
減
量
十
五
パ

ヲ

腐
敗
物
（
次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
熱
し
や
く
減
量
十
五
パ

ー
セ
ン
ト
以
下
に
焼
却
し
た
も
の
及
び
コ
ン
ク
リ
ー
ト
固
型
化
を

ー
セ
ン
ト
以
下
に
焼
却
し
た
も
の
及
び
コ
ン
ク
リ
ー
ト
固
型
化
を

行
つ
た
も
の
以
外
の
も
の
を
い
う
。
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

行
つ
た
も
の
以
外
の
も
の
を
い
う
。
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
含
む
産
業
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
を
行
う
場
合
に
は
、
埋
め
立
て

を
含
む
産
業
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
を
行
う
場
合
に
は
、
埋
め
立
て

る
産
業
廃
棄
物
の
一
層
の
厚
さ
は
、
お
お
む
ね
三
メ
ー
ト
ル
（
当

る
産
業
廃
棄
物
の
一
層
の
厚
さ
は
、
お
お
む
ね
三
メ
ー
ト
ル
（
当

該
産
業
廃
棄
物
の
う
ち
、
お
お
む
ね
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
腐

該
産
業
廃
棄
物
の
う
ち
、
お
お
む
ね
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
腐

敗
物
で
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
お
お
む
ね
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト

敗
物
で
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
お
お
む
ね
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
）
以
下
と
し
、
か
つ
、
一
層
ご
と
に
、
そ
の
表
面
を
土
砂
で
お

ル
）
以
下
と
し
、
か
つ
、
一
層
ご
と
に
、
そ
の
表
面
を
土
砂
で
お

お
む
ね
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
覆
う
こ
と
。
た
だ
し
、
小
規
模
埋

お
む
ね
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
覆
う
こ
と
。
た
だ
し
、
小
規
模
埋

立
処
分
を
行
う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

立
処
分
を
行
う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

・

（
略
）

・

（
略
）

(1)

(2)

(1)

(2)

第
二
条
第
四
号
の
二
に
掲
げ
る
廃
棄
物
（
事
業
活
動
に
伴
つ

(3)
て
生
じ
た
も
の
に
限
る
。
）

第
二
条
第
十
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
（
事
業
活
動
に
伴
つ
て
生

第
二
条
第
十
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
（
事
業
活
動
に
伴
つ
て
生

(4)

(3)

じ
た
も
の
に
限
る
。
以
下
「
家
畜
ふ
ん
尿
」
と
い
う
。
）

じ
た
も
の
に
限
る
。
以
下
「
家
畜
ふ
ん
尿
」
と
い
う
。
）

第
二
条
第
十
一
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
（
事
業
活
動
に
伴
つ
て

第
二
条
第
十
一
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
（
事
業
活
動
に
伴
つ
て

(5)

(4)

生
じ
た
も
の
に
限
る
。
）

生
じ
た
も
の
に
限
る
。
）

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
を
処
分
す
る
た
め
に

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
を
処
分
す
る
た
め
に

(6)

(1)

(5)

(5)

(1)

(4)

処
理
し
た
も
の

処
理
し
た
も
の



ワ
～
ム

（
略
）

ワ
～
ム

（
略
）

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）


